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対象となる人

　以下の要件を全て満たしている必要があります。

　５,０３０円（月額）を基準に、保険料納付済期間等に応じ

て算出され、次の①と②の合計額となります。（※２）

①保険料納付済期間に基づく額（月額）

　＝５,０３０円×保険料納付済期間／４８０月

②保険料免除期間に基づく額（月額）

　＝１０,８５６円（※３）×保険料免除期間／４８０月

※２　前年の年金収入額とその他の所得額の合計が７７９,９００円を超え８７９,９００円以

下の人には、①に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支

給されます。

※３　保険料全額免除、３/４免除、１/２免除の期間は１０,８５６円、保険料１/４免

除期間 は５,４２８円で計算されます。毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じ

て変動します。

１.老齢基礎年金を受給している人

　 の場合

毅６５歳以上である

毅世帯員全員の市民税が非課税である

毅年金収入額とその他所得額の合計が

　８７９,９００円以下である

給付額

　受給している年金の種類により、給付額は下記の通りになります。なお、給付額は毎年

度物価の変動による改定があります。

1.老齢基礎年金を受給している人

２.障害基礎年金、遺族基礎年金を受

　 給している人の場合

毅前年の所得額が

　「４,６２１,０００円＋扶養親族の数×３８万円（※１）」

　以下である

※１ 同一生計配偶者のうち７０歳以上の者または

老人扶養親族の場合は４８万円、特定扶養親族

または１６歳以上１９歳未満の扶養親族の場合は

６３万円となります。

２.障害基礎年金を

　 受給している人

障害年金の障害等級により

次のとおりです。

毅障害等級１級

　＝６,２８８円（月額）

毅障害等級２級＝５,０３０円（月額）

3.遺族基礎年金を受給している人

※４　ただし、２人以上の子が遺族基礎年金を

受給している場合は、５,０３０円を子の数で

割った金額がそれぞれに支給されます。

5,030円（※4）
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　年金の受給開始時期により、手続き方法が下記のとおり変わります。提出に際しての留意事項もありますので、日

本年金機構から案内が送付された人はリーフレット等をご確認の上、早めに手続きください。手続きが遅れますと、

給付金が受け取れない場合もありますので、注意してください。

○問い合わせ先

　年金生活者支援給付金のお問い合わせは、ねんきんダイヤルまたは年金事務所、請求書の案内に記載の問い

合わせ先に連絡ください。おかけ間違いのないようご注意ください。

　毅ねんきんダイヤル　：０５７０-０５-１１６５

　　※０５０から始まる電話でおかけになる場合は、（東京）０３-６７００-１１６５

　毅美濃加茂年金事務所　：０５７４-２５-８１８１（自動音声：１の２）

見本

請求方法

①新たに年金生活者支援給付金をお受
　け取りいただける人
　対象となる人には、日本年金機構より、10月中旬頃から請

求の案内が届いています。ハガキ(年金生活者支援給付金請求

書)に必要事項を記入し、郵送にて提出してください。提出先

は市役所ではありませんので、ご注意ください。令和3年2月

1日までに請求手続が完了しますと、令和2年8月分からさか

のぼって受け取ることができます。

②これから年金を受給し始める人
　年金請求手続きと併せて、年金事務所または市役所で「年金生活者支援給付金請求書」（用紙）を提出してく

ださい。

○日本年金機構や厚生労働省、市役所の職員を装った不
審な電話や案内に注意してください！

　年金生活者支援給付金の手続きなどで、日本年金機構や厚生労働省、市役所の職員か

ら、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。不審な電

話を受けた際は、郡上警察署（緯６７-０１１０）へ相談ください。

手続き後の流れ

①年金生活者支援給付金請求書（ハガキもしくは用紙）を提出

②審査結果の通知が日本年金機構から到着

③年金支払月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着

④通知書に記載のある給付額が年金と同時に支給

※年金請求書と併せて提出した場合、給付金の通知は年金証書送付後に送付されます。。


